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詳細な契約書の内容については、落札決定後の調整にて対応
いたします。

入札内訳書は弊所指定のものをご利用ください。

入札内訳書につきまして、エクセル形式でいただくことは可能
でしょうか。
難しい場合、様式と算定方法は弊社の様式（任意様式）でも構
いませんでしょうか。

弊社供給条件ではお支払期日は「支払い義務発生日の翌日
から起算して30日以内」と定めております。支払義務発生日と
は、弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ定めた日となりま
す。ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載い
ただけますでしょうか。

延滞利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象と
なる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パー
セントの割合を乗じて算定してえた金額」と記載されておりま
す。ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載い
ただけますでしょうか。

消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う
値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を
行いますがよろしいでしょうか。

仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給
条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけます
でしょうか。
また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載い
ただけますでしょうか。
仕様書につきましても、契約書に合綴する場合は同様に変更
いただくことは可能でしょうか。

弊社は、燃料費調整および市場価格調整を行う料金プランを
採用しています。
ご了承いただけますでしょうか。

弊社が落札させていただいた場合、ご契約書とは別に、再生
可能エネルギー電力供給に関するご契約書を別途締結いただ
くこととなります。ご了承いただけますでしょうか。

弊社が落札させていただいた際には、契約書に記載する単価
は電力量料金単価と環境価値料金単価を分けて記載すること
になりますがご了承いただけますでしょうか。
（尚、弊社が電気料金請求の際に請求書に同封する電気料金
計算内訳書には、電力量料金と環境価値料金が個々に記載
されます）

弊社では電力量料金と環境価値料金を個々に計算する為、入
札内訳書に環境価値料金項目を追加して良いでしょうか。
不可の場合、弊社の様式にて作成・提出してよろしいでしょう
か。
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契約書（案）をいただくことは可能でしょうか。いただけない場
合、落札者の契約書を使用するということでよろしいでしょう
か。

12/22現在、すでにHP上で公表しております。

弊社では納付書（請求書）払い、もしくは口座振替（口座引き落
とし）となります。
どちらに対応可能でしょうか。また、取引先銀行はどちらになり
ますでしょうか。

質問回答1のNo8への回答のとおりです。

前段については問題ありません。
後段について、詳細な契約書の内容については、落札決定後
の調整にて対応いたします。

遅延利息については、「政府契約の支払遅延防止等に関する
法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）」第八条第一項の
規定に基づき定められる、「政府契約の支払遅延に対する遅
延利息の率（令和３年３月９日財務省告示第４９号）」に準拠
し、年2.5％としております。

契約後の仕様等内容変更については、落札決定後に締結する
契約書に基づき協議を行うことになります。

前段については問題ありません。
後段について、詳細な契約書の内容については、落札決定後
の調整にて対応いたします。

質問回答1のNO.19への回答のとおりです。

問題ありません。

質問回答5のNo.14への回答のとおりです。
なお、取引先銀行は「三井住友銀行」です。
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現在の計量日を教えていただけますでしょうか。

契約電力の変更が必要な場合、発注者と受注者が協議のうえ
変更となりますが、ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札後、上記の内容を契約書へ記載いただけます
でしょうか。

質問回答1のNo.38への回答のとおりです。
なお、価格は総価のみ公表されます。

質問回答1のNO.1への回答のとおりです。

前段については問題ありません。
後段について、詳細な契約書の内容については、落札決定後
の調整にて対応いたします。

今回の入札に関しまして、落札金額等の公表は公報等で実施
される予定でしょうか。
もし公表される場合には、弊社といたしましては「総額以外の
詳細単価」につきましては
公表をお控えいただきたく存じます。ご了承いただけますでしょ
うか。

契約電力の超過金について、弊社の供給条件では、「契約超
過電力に料金表に定める基本料金率を乗じてえた金額をその
１月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当す
る金額を，契約超過金として申し受けます。」と記載されており
ます。
ご了承いただけますでしょうか。
弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載いただけ
ますでしょうか。

契約後の仕様等内容変更については、落札決定後に締結する
契約書に基づき協議を行うことになります。


